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１ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

 

 

［履歴事項全部証明書のイメージ］ 

履歴事項全部証明書 

      ↑「履歴事項全部証明書」であること 

     ※「現在事項全部証明書」は不可 

東京都 XXX 区 XXX XXX  

株式会社 XXXXX  

会社法人等番号 〇〇〇〇 

商 号 株式会社 XXXXX  ←申請書の申請者と一致すること 

本 店 東京都 XXX 区 XXX XXX   

 

公告をする方法 〇〇〇〇 

会社設立の年月日 〇〇〇〇 

目的 〇〇〇〇 

  

  

  

資本金の額 金１０００万円 

役員に関する事項 代表取締役  〇〇 〇〇 

 

代表取締役  〇〇 〇〇 

 

支店 東京都 ZZZZ 区 ZZZZZ 

 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部である

ことを証明した書面である。 

令和 7 年  月  日  ←発行日は申請日から３か月以内 

 

〇〇法務局 登記官  △△ △△  印  ← 印が必要 

  

  

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 申請時点で最新の「履歴事項全部証明書」であること 

  ※現在事項全部証明書等は認められません。 

□ 交付申請日において発行日から３か月以内のものであること 

□ 全ページ揃っていること 

一部略 

印 
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２ 事業税納税証明書（法人の場合） 

 

 

［法人事業税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 納税が完了していることが分かる直近の「法人事業税納税証明書」（未決算企業の場合、代表者

の直近の「所得税納税証明書（その１）」）であること 

□ 発行元が下記であること 

  法人事業税納税証明書・・・都税事務所   所得税納税証明書（その１）・・・所管税務署 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分（納税完了分） 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［所得税納税証明書（その１）のイメージ］ 

 

 

未納額がないこと 

証明書が取得できる 

直近年度分（納税完了分） 

所管税務署発行 
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３ 住民税納税証明書（法人の場合） 

 

 

［法人都民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 納税が完了していることが分かる直近の「法人都民税納税証明書」（未決算企業の場合、代表者

の直近の「住民税納税証明書」または「住民税非課税証明書」）であること 

□ 発行元が下記であること 

  法人都民税納税証明書・・・都税事務所 

  住民税納税証明書または住民税非課税証明書・・・区市町村役所 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分（納税完了分） 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［住民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

［住民税非課税証明書のイメージ］ 

 

  

未納額がないこと 

 

区市町村発行 

区市町村発行 

課税額が 0 円であること 
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４ 個人事業の開業・廃業等届出書（開業届） 

 

［個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）のイメージ］ 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 都内所在地等が確認できること 

  ※移転した場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」も提出してく 

ださい（参考次ページ）。 

・都内所在地等が確認できること 
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［移転している場合の「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」のイメージ］ 
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５ 事業税納税証明書（個人の場合） 

 

 

［個人事業税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 代表者の直近の「個人事業税納税証明書」であること（納税が完了していることが分かるもの） 

※非課税の方または令和５年１月１日以降に開業された方の場合、代表者の直近の「所得税納

税証明書（その１）」 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分（納税完了分） 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［所得税納税証明書（その１）のイメージ］ 

 

 

未納額がないこと 

証明書が取得できる 

直近年度分（納税完了分） 

所管税務署発行 
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６ 住民税納税証明書（個人の場合） 

 

［住民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 代表者の直近の「住民税納税証明書（※）」または「住民税非課税証明書」であること 

住民税納税証明書または住民税非課税証明書・・・区市町村役所 

（※）納税が完了していることが分かるものとしてください。 

未納額がないこと 

区市町村発行 
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［住民税非課税証明書のイメージ］ 

 

  

区市町村発行 

課税額が 0 円であること 
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７ 見積限定理由書（公社指定様式） 

 

［見積限定理由書の様式・記入例］ 

 

   令和 ７ 年 ●● 月 ●● 日 

 公益財団法人東京都中小企業振興公社 

     理  事  長  殿 

登記上の  〒XXX-XXXX 

本店所在地 東京都 XXX 区 XXXXXXX 

名 称 XXXX 株式会社 

代 表 者 名 XX XXX       実印 

 

 

見積限定理由書 
 

 中小企業デジタルツール導入促進支援事業に申請するにあたり、税抜 100 万円を超える取引に対し、

申請時までに２社見積書の入手が困難な理由について、以下のとおり説明いたします。 

 

契約先等の名称：●●商事株式会社 番号： １ 

購入対象又は契約内容： 

 顧客管理ソフト●●●の購入及びカスタマイズ 

 

 

※１社となる理由を詳細に記載してください 

 

※本欄は理由について具体的に記載してください。 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ ２社以上の見積書が入手できない場合に提出が必要です 

□ 公社指定様式（下記）として下さい 

          番号欄については、 

         ← 当該経費明細に該当する番号を 

記載してください 
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８ 小規模企業者関連書類 

 

［記入例］ 

 令和 ７ 年 ●● 月 ●● 日 

 

小規模企業者に該当することの確認書 

 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

理  事  長  殿 

本店所在地  〒XXX-XXXX 

名 称 XXXX 株式会社 

代 表 者 名 XX XXX       (実印)＊ 

*郵送提出の場合は必須 

当社（私）は、中小企業デジタルツール導入促進支援事業の助成金交付を申請するに当たり、申請日

現在で以下の通り小規模企業者（中小企業基本法第２条第５項）に該当することを確認します。 

小規模企業者に該当しないことが判明した場合は、助成金交付決定の取消の対象となること、既に助

成金が交付されている場合には助成金を貴公社に返還すること及びその他貴公社が行う一切の措置に

ついて異議を申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

  

業 種 

（大分類） 

製造業・食料品製造業 

常用従業員数 

（労働基準法第 20 条の規定に基づく 

「予め解雇の予告を必要とする者」） 

〇〇人 

以下の項目を必ず確認してください。該当する場合、下記のどちらも提出が必要です。 

□ 小規模企業者に該当することの確認書（公社指定様式） 

□ 直近の「労働保険料等基礎賃金等の報告（事業主控）」又は「確定保険料・一般拠出金算定基礎

賃金集計表」の写し ※事業所毎に１部 
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［「労働保険料等基礎賃金等の報告（事業主控）」の様式］ 
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［「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」の様式］ 
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９ 環境負荷軽減 

 

 

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 環境負荷軽減に資するツールを導入する企業者のみ提出が必要です 

□ 公社指定様式（下記）として下さい 


